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１ 計画の推進体制 

本計画については、行政が、家庭をはじめ、保育園、幼稚園、認定こども園、学校、地域、そ

の他関係機関・団体、企業などと、連携や協働により推進します。 

（１）家庭 

子育てにおける家庭の役割は重要であり、親や家族が互いに協力し、愛情を持って温かくこ

どもを見守り、心身の健康と安全を守るとともに、思いやりや自主性、責任感などを育む家庭

機能の充実を図ることが必要です。また、親自身も子育ての中で成長していけるよう、地域の

人々や団体、行政が相互に助け合える人間関係の形成に努めることが期待されます。 

（２）保育園、幼稚園、認定こども園、学校 

保育園、幼稚園、認定こども園、学校は、こどもが成長する過程で、初めて家族以外の人と

関わる場であり、こどもが人格を形成し、社会的スキルを身につけるために、極めて重要な役

割を果たす場でもあります。そのため、家庭や地域との連携を深めながら、多様な体験を通じ

て、こどもの生きる力を育む教育・保育の推進に努めることが期待されます。 

（３）地域 

地域はそこに住む全ての人々が日々充実した健全な生活を営んでいくための大切な場です。

そのため、子育て支援に関わる人々や各種団体や関係機関が連携して、地域の子育て中の家庭

を支援し、こどもたちを地域の中で見守ることが期待されます。 

（４）企業など 

企業や職場は、次世代育成に関する責務をともに担うという認識のもと、子育てをしている

就労者が、健康で、かつ仕事と生活が調和した働き方を確保できるよう、就業に関する環境や

条件の整備、制度の検討などを積極的に推進し、子育てにやさしい環境づくりに向けた活動を

展開することが期待されます。 

（５）行政 

行政は、市民の声を聞き、こどもの意見を反映したニーズを把握し、事業に取り組んでいく

必要があることから、市民公募委員を含む「東松山市子ども・子育て会議」で本計画を策定し

ました。計画の推進に当たっては、関係機関と連携を図りながら、同会議において審議し、効

果的な計画の推進を図っていきます。 
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２ 計画の進行管理 

（１）進行管理の基本的考え方 

計画の実現のためには、計画に即した事業がスムーズに実施されるように管理するとともに、

計画の進捗状況について把握し、年度ごとの実施状況及び成果を点検・評価し、検証していく

必要があります。 

このため、年度ごとに事業の進捗状況を把握し、ＰＤＣＡサイクルによる進行管理を行い、

その結果については、ホームページなどを通じて公表していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


